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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々の視覚装置が、中央光学ゾーンと、少なくとも１つの周辺光学ゾーンと、少なくと
も１つの混合領域とを備えてなる、少なくとも２つのコンタクトレンズを含むキットであ
って、
　前記中央光学ゾーンが、眼に装着したときに前記眼の中央の屈折率に作用する屈折力を
有する第１の矯正ファクタを提供し、前記周辺光学ゾーンが、周辺の像点の位置を制御す
るための第２の矯正ファクタを提供し、前記混合領域が、隣接する中央光学ゾーンおよび
周辺光学ゾーンの間に位置し、隣接するゾーン間の機械的および幾何学的な連続性をもた
らし、
　各々のコンタクトレンズは、第１の矯正ファクタと第２の矯正ファクタとが異なってお
り、
　前記第２の矯正ファクタは、眼のコントラスト感度を前記周辺の像点で最適化するため
に、前記周辺の像点の位置を制御するものであり、
　各々のコンタクトレンズについて、前記周辺の像点は３０度の視野にある像点を含んで
おり、３０度の視野での前記第２の矯正ファクタの前記屈折力は、ゼロでなく前記第１の
矯正ファクタの屈折力の３分の２の屈折力である、キット。
【請求項２】
　前記キットの少なくとも１つのコンタクトレンズの前記第１の矯正ファクタと前記第２
の矯正ファクタとが負の屈折力を有しており、前記キットの少なくとも１つの他のコンタ
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クトレンズの前記第１の矯正ファクタと前記第２の矯正ファクタとが正の屈折力を有して
いる、請求項１に記載のキット。
【請求項３】
　略ゼロの第１の矯正ファクタと非ゼロの第２の矯正ファクタとを備えたコンタクトレン
ズをさらに含む請求項１に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実質的には、中心および周辺の視覚を実質的に同時に整えるための方法およ
び装置に関する。より具体的には、本発明の実施形態は、中心視を実質的に超える視覚を
調整および改善するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軸外（周辺）収差を制御することによって個人の近視（近眼）の進行を抑制または阻止
するための方法および装置の分野における我々の以前の研究は、視像の領域の曲率を操作
すると同時に、明瞭な中央視（ｃｌｅａｒ ｃｅｎｔｒａｌ ｉｍａｇｉｎｇ）を提供する
ことに関係している。この以前の研究は、本願と同時に係属中であって本出願と同じ譲受
人に譲渡済みである２００６年２月７日付の米国特許出願第１１／３４９，２９５号の主
題事項であり、この出願は、２００４年７月９日に出願されて今や米国特許第７，０２５
，４６０号明細書となっている米国特許出願第１０／８８７，７５３号の一部継続出願で
ある。これらの文書の全内容を引用することにより、本明細書の一部をなすものとする。
【０００３】
　これらの以前の研究は、視像の領域の曲率を所定のやり方で操作することで、軸外収差
を制御して、最終的に眼の軸方向の伸張を変更、軽減、または除去することによって、個
人の屈折異常（すなわち、近視また遠視）の進行を軽減、抑制、または阻止する方法に関
するものであった。周辺網膜の像（すなわち、周辺視覚）が、眼の成長の決定において大
きな役割を果たし、近視につながる軸方向の伸張を制御する効果的な刺激であることが、
明らかになっている。
【０００４】
　したがって、上記引用の以前の研究は、眼の成長を低減、抑制、または阻止する所定の
軸外収差が制御された設計を有する新規な光学装置を使用することによって、近視の進行
を遅らせる（多くの場合には、停止または逆転させる）ことができる方法に関係していた
。
【０００５】
　より具体的には、視像が周辺網膜に対して矯正なしの状態あるいは伝統的な矯正の装置
または戦略における通常よりも手前（あるいは、前方）に位置（すなわち、眼の角膜また
は前方に向かって位置）する周辺視野画像位置を有する一方で、中心視野画像位置が中心
網膜（すなわち、中心窩）の付近に位置するように、軸外の光学的な矯正ファクタ、また
は矯正装置の収差、あるいは眼および矯正装置の組み合わせの軸外の光学収差について、
精密かつ所定の制御を加えることによって、近視の進行を緩和できることが究明された。
この構成は、近視につながる眼軸の伸びへの刺激を最小化または除去する。さらに、装置
が中心視野にはいかなる焦点のずれ（例えば、矯正不足法、あるいは二焦点または漸増的
光学装置によって導入されるような）も導入しないため、上記引用した以前の研究の発明
の装置は、装用者に良好な視力を提供する。すなわち、これらの以前の努力は、近視の進
行を軽くするという特定の目的のために周辺視野を操作することに向けられている。
【０００６】
　今や、周辺の像を実質的に網膜の周辺へと精密に位置させ、あるいは案内することによ
って、高度かつ選択的に改善された周辺視覚を実現しつつ、矯正による明瞭な中心視を実
質的に同時に実現できることが発見された。この視覚の矯正への「広角」な手法は、従来
において「屈折異常」であると考えられている個人（中央の屈折異常を有し、通常であれ
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ば屈折による視覚の矯正が必要であると考えられる個人）だけでなく、全ての個人（従来
において「正視者」（中央の屈折異常がない個人）であると考えられているが、周辺視覚
において屈折異常であり得る個人を含む）にとって有益であると考えられる大きく改善さ
れた視覚または「グローバル・ビジョン」（「目玉」、すなわち眼球の全体にわたり、あ
るいは中央および周辺の両方を含む全視野のうちの大きな広がりにわたって改善され、あ
るいは向上した視覚）をもたらすことができる。この視覚矯正に対する新規な手法は、周
辺視野において高度に選択的または専門的な視覚のニーズを有する者にとって、きわめて
有用であると考えられる。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の実施形態によれば、視覚が、中心視から周辺視覚まで実質的に同時に制御され
、周辺視覚は、中心付近（ｐａｒａ－ｃｅｎｔｒａｌ）、または中間的周辺（ｍｉｄ－ｐ
ｅｒｉｐｈｅｒａｌ）、あるいは遠周辺（ｆａｒ　ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）の視覚領域を
含みうる。そのような視覚の制御は、中央および周辺の像が意図的かつ実質的に同時に中
央および周辺の網膜表面へとそれぞれ案内されるように個人の像の焦点位置を操作するこ
とによって、改善された視覚能力をもたらす。個人の特有の視覚的ニーズに応じて、像の
焦点の位置の操作を、像の焦点が網膜上に直接位置するように行うことができ、あるいは
他の何らかの望ましい位置関係に位置するように行うことができる。
【０００８】
　本発明のさらなる目的、利点、および実施形態が、添付の図面が参照される本発明の以
下の詳細な説明を検討することによって、明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】中央においては正視であるが、周辺において近視である眼を示す光学図である。
【図２】中央においては正視であるが、周辺において遠視である眼を示す光学図である。
【図３】中央において近視であり、周辺において近視の程度がさらに大きい眼を示す光学
図である。
【図４】中央は矯正されているが、周辺においては近視が残っている、従来の装置による
図３の眼の矯正を示す光学図である。
【図５】中央および周辺の両方の矯正がもたらされている、本発明の実施形態による図３
の眼の矯正を示す光学図である。
【図６】中央においては遠視であるが、周辺においては正視である眼を示す光学図である
。
【図７】中央は矯正されているが、周辺が近視になっている、従来の装置による図６の眼
の矯正を示す光学図である。
【図８】中央および周辺の両方の矯正がもたらされている、本発明の実施形態による図６
の眼の矯正を示す光学図である。
【図９】３名の被験者について測定された（コントラストしきい値としての）コントラス
ト感度を、周辺の屈折状態の正視からのずれ（すなわち、周辺の焦点ずれ）に対してプロ
ットした図である。コントラストしきい値が小さいほど、視覚能力の指標または基準の１
つであるコントラスト感度が良好であることを示していることに注意されたい。
【図１０】１６０３名の被験者の右目について、水平－鼻側の視野に沿って３０度で測定
された周辺の屈折状態を、中央の屈折状態に対してプロットした図である。
【図１１】本発明の装置による周辺の視覚能力の改善および向上の手順を説明するフロー
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　これまでのところ、視覚の矯正の装置および方法は、中央（または、中心窩）の視覚の
みを矯正している。この実務は、（視覚の中心と考えられる）中心窩が、視力および像の
解像に関して網膜の最も敏感な部分であるという知見に基づいている。眼は、中心窩にお
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いて利用することができる最大の視力を利用するために、視覚の対象物を「凝視」すべく
自然に回転する（すなわち、視像のうちの最も興味深い部位を中心窩に位置させるべく、
眼の注視の方向を変化させる）。したがって、これまでのところ、屈折による視覚の矯正
を処方するとき、中心的かつ唯一の考慮は、中心視または中心視覚の最終結果の改善であ
る。これは、患者の中心視を改善しようとするときに、周辺網膜のための結像が除外され
、多くの場合に周辺視覚が犠牲にされることを意味している。実際、この周辺領域のため
の結像へと払われる注意の欠如は、我々の上述の以前の研究に記載される近視の進行の治
療における前進に間接的に貢献している。そのとき、近視の進行の治療に向けた試みは、
周辺の焦点ずれを操作しつつ、実質的に同時に中心視において明瞭な像をもたらすことに
よって近視の治療を可能にする治療の解決策を提供することができていない。我々の以前
の研究は、この分野におけるこの欠点を克服した。しかしながら、我々の以前の研究では
、近視の進行の減速および／または逆転という所定の目的が、必要とされる特定の周辺の
焦点ずれまたは刺激を決定づけ、患者の最終的な周辺視覚の状態は顧みられていない。実
際、多くの定められた方法においては、近視の進行の遅延または停止を実現するために誘
起される周辺の焦点ずれによる刺激が、良好な中心視を保証しながら近視を治療すること
が必要であると考えられる場合に、周辺視覚を低下させる可能性がある。
【００１１】
　我々の新規な研究における発見によって、大幅に向上した周辺視覚を良好な中心視と実
質的に同時に獲得、すなわち大幅に向上した全体視を獲得するという目的において、周辺
の焦点を正確な周辺網膜の位置へと精密に調節する可能性および望ましさが明らかになっ
た。
【００１２】
　個人において周辺の屈折が「屈折異常」（すなわち、焦点が正しい位置にない状態であ
り、近視、遠視、または乱視を含むことがあり、焦点が正しい位置にある状態である「正
視」の反意語である）となり得ることが、現時点において理解されている。周辺の屈折状
態は、中央の屈折状態に常に正確に一致するわけではない。例えば、眼が、正しい焦点に
ある中央の像点を有する（すなわち、中央において正視である）が、中間－周辺の像点が
焦点から外れている（すなわち、周辺において屈折異常である）可能性がある。中央にお
いて遠視であって、周辺においてさらに強い遠視である場合や、中央において近視であっ
て、周辺においては正視である場合など（これらで全てではない）、他のあらゆる組み合
わせも可能性がある。結果として、中央の屈折状態だけを矯正する（従来使用されている
ような）装置は、周辺の屈折状態を意図的には矯正しない（したがって、多くの場合は周
辺の屈折状態が矯正されない）。これらの装置においては、中心視が矯正または改善され
る一方で、周辺視覚が低下または悪化する可能性がある。
【００１３】
　本発明の実施形態によれば、最適な周辺視覚の能力についての１つ以上のあらかじめ選
択される基準パラメータに従って最適な能力を実現するために、周辺の像点を網膜に対し
て所定の正確な位置に位置させることによって周辺視覚を改善するための方法および装置
が開示される。本発明の実施形態は、最適な位置を「発見」するプロセスおよび周辺視覚
の改善を達成するための規範的な解決策の提供の両方を意図する。
【００１４】
　本発明の原理および基本が、以下の項において図１～図１１を参照して説明される。特
には、光学図（図１～図８）が、本発明に関する光学的原理を示している。これらの図が
、「省略眼」（すなわち、例えば水晶体などの内部の光学的な構成要素が示されていない
）として提示された眼によって描かれていることに、注意すべきである。しかしながら、
本発明の原理は、前屈折面、網膜、および瞳孔のみを示しているそのような省略眼の光学
図においても適切に定められる。さらに、網膜に対する像点の実際の前後方向の位置（す
なわち、角膜により近い眼の前部から網膜により近い眼の後方までの距離）が、これらの
図においては、本発明において具現化される考え方をより明瞭に示すために、誇張されて
いる。
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【００１５】
　図１および図２は、中央においては正視であるが、周辺においては屈折異常である眼の
光学図である。
【００１６】
　図１においては、眼（１０１）が、周辺において近視である一方で、図２においては、
眼（２０１）が、周辺において遠視である。中央が正視であることを、それぞれの中心窩
（１０５）および（２０５）に位置している中央の焦点（１０４）および（２０４）の位
置から見て取ることができる。図１においては、周辺の近視によって、周辺の像点（１０
２）が周辺網膜（１０３）よりも手前（すなわち、網膜から角膜へと向かう方向）に位置
している。図２においては、周辺の遠視によって、周辺の像点（２０２）が周辺網膜（２
０３）の後方（すなわち、網膜から角膜から離れる方向）に位置している。これらの眼は
、従来の視覚矯正の実務によれば、中心視がすでに最適であると考えられるため、屈折に
よる視覚の矯正装置を必要としないと考えられる。しかしながら、周辺の視覚は最適でな
いと考えられ、さらなる改善が可能である。
【００１７】
　また、図１および図２は、中央の屈折異常がすでに従来の視覚矯正装置を使用して矯正
済みである同等の光学的状況を表わしている。この場合、眼へと進入する光線（１０６）
および（２０６）を、従来の光学装置（図示せず）から出てくる光線と考えることができ
る。結果は、周辺部に残存する屈折異常の状態である（図１においては周辺の近視であり
、図２においては周辺の遠視である）。
【００１８】
　本発明の目的は、中央の像の位置だけでなく、周辺の像の位置も制御することにある。
これが、図３～図８から示される例において説明される。
【００１９】
　図３においては、中央の像点（３０４）および周辺の像点（３０２）の網膜（３０３）
に対する位置から見て取ることができるとおり、ある量の中央の近視と、それよりも大き
い量の周辺の近視とを有する眼（３０１）が示されている。
【００２０】
　図４においては、図３の眼（３０１）が、中央の視力／中心視覚のみを矯正しようと試
みる従来の視覚矯正装置（４１０）を使用して矯正されている。その結果、中央の像点（
４０４）の位置が、中心窩（４０５）へと移されている。このような装置は、典型的には
、その視野の全体にわたって比較的一定の屈折力（中心視の矯正のための）を有している
ため、中央の像点へと導入される屈折の矯正とほぼ同じ屈折の矯正が、周辺の像点にも導
入されると考えられる。したがって、周辺の像点（４０２）の位置も、ある程度は移され
ているが、周辺網膜（３０３）上に位置するためには不充分である。したがって、この目
は、依然として周辺において近視（元の屈折状態に比べて程度は軽いが）であり、最適な
周辺視覚を有していないと考えられる。
【００２１】
　図５においては、図３の眼（３０１）が、本発明の実施形態による装置（５１０）を使
用して矯正されている。この装置においては、中央の軸上の屈折力が、中央の近視を矯正
するように選択される一方で、周辺の屈折力が、より大きな量の周辺の近視を矯正するよ
うに選択される。これにより、中央の像点（５０４）および周辺の像点（５０２）の両方
の位置が、最適な中央および周辺の視覚の能力をもたらすべく、網膜（３０３）および中
心窩（４０５）に対する正しい位置へと選択される。
【００２２】
　図６が、別の例を示している。この場合には、眼（６０１）が、中央において遠視であ
るが、周辺においては正視である。これを、中央の像点（６０４）が中心窩（６０５）よ
りも後方に位置し、周辺の像点（６０２）が周辺網膜（６０３）の付近に位置しているこ
とによって、見て取ることができる。
【００２３】



(6) JP 5684571 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

　この場合、図７に示されているとおり、従来の視覚矯正装置（７１０）で図６の眼を矯
正すると、良好な中心視がもたらされる（中央の像点（７０４）が、今や中心窩（６０５
）に位置している）が、周辺において眼が近視になる（周辺の像点（７０２）が、今や周
辺網膜（６０３）の手前に位置している）と考えられる。したがって、矯正前は、周辺が
最適またはほぼ最適な視覚を享受していたのに対し、従来の視覚矯正装置を導入すること
で、周辺の視覚が実質的に損なわれている。
【００２４】
　この状況が、本発明の実施形態によって解決される。図８において、本発明の実施形態
による視覚矯正装置（８１０）が、図６の眼の中央の遠視を矯正するための適切な量の軸
上の（中央の）屈折力をもたらしている。この装置の周辺の（軸外の）屈折力は、周辺に
おいて像の位置にいかなる変化も導入しないように選択され、眼の良好な周辺視覚を維持
する。見て取ることができるとおり、中央の像点（８０４）および周辺の像点（８０２）
の両方が、今や中心窩（６０５）および周辺網膜（６０３）の付近にそれぞれ位置してい
る。
【００２５】
　本発明の実施形態によれば、１つの目的は、中央の焦点を矯正および／または維持する
だけでなく、周辺の視覚も矯正および／または維持することにある。多くの個人において
は、これを、眼の周辺における焦点のずれの程度を明らかにすることによって決定するこ
とができる。
【００２６】
　上述の考え方を、光学図の代わりに、数字による表記にて表わすことも可能である。例
えば、下記の表１が、図６～図８の例を代表する結果を表にして示している。ここで、矯
正前の眼の屈折状態が、＋２．５０Ｄに等しい量だけ遠視であるが、周辺は正視である（
視覚矯正の専門家によって一般的に「矯正不要／矯正なし」と表示される）旨を、２行目
において見て取ることができる。＋２．５０Ｄという中央の屈折状態だけを矯正する（し
たがって、３行目に示されているとおり、中央および周辺の両方に同じ矯正の屈折力を作
用させる）従来の装置は、中央の屈折状態を正視にする（４行目）が、周辺部に－２．５
０Ｄに相当する近視の状態を引き起こすと考えられる。本発明の実施形態による装置は、
（５行目に示されているように）中央および周辺の両方に正しい屈折力をもたらす。最終
的な結果は、中央および周辺の両方の視覚について正視の状態である（６行目）。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　実務においては、特には臨床応用のために、本発明の実施形態による装置の処方箋を、
従来の視覚矯正の処方箋のフォーマットを補う形態で提示することができる。この原理を
、処方箋の球面屈折力についてのみ言及して簡単に説明するが、視覚矯正の専門家であれ
ば理解できるとおり、処方箋の乱視成分（すなわち、円柱屈折力および軸）にも容易に適
用可能である。
【００２９】
　従来の実務においては、３ジオプタ（ｄｉｏｐｔｅｒｓ）の遠視を矯正するための処方
箋は、以下のようになる。
　＋３．００Ｄ
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【００３０】
　上述のように、中心窩の屈折状態だけが考慮されているため、ただ１つの数字しか使用
されていない。
【００３１】
　本発明のための処方箋として、この＋３．００Ｄの遠視が、例えば３０度の視野角にお
いて測定される周辺の正視を有するならば、処方箋は以下のとおりであってよい。
　＋３．００Ｄ
　矯正不要＠３０°
【００３２】
　２つ以上の周辺像位置について管理をすることが有益であると考えられる場合、処方箋
のフォーマットを、以下のように容易に補うことができる。例えば、上述の眼が、さらに
４５度の視野角において－０．７５Ｄの近視であると判断され、本発明の装置が、３０°
および４５°の両方の視野において周辺視覚を改善するように処方されるべきであるなら
ば、処方箋は以下のとおりであってよい。
　＋３．００Ｄ
　矯正不要＠３０°
　－０．７５Ｄ＠４５°
【００３３】
　今や理解できるとおり、任意の数の周辺屈折力を、任意の数の周辺像位置を矯正するた
めに指定することができる。また、２つ以上の周辺屈折力からなるリストを数値的につな
ぐことによって、本発明の装置の処方箋を、連続または準連続の数学関数（例えば、多項
式、スプライン、など）として指定および製造することができる。
【００３４】
　さらに、さらなるパラメータに基づいて、さらに複雑な表記法／処方箋が可能であるこ
とを、理解できる。例えば、周辺における焦点の外れの量が、眼を横切って非対称であり
、例えば鼻側（すなわち、眼に沿って鼻へと向かう方向）の視野において－２．５０Ｄ＠
３０°であって、側頭側（すなわち、眼に沿って鼻から離れる方向）の視野において－０
．７５Ｄ＠３０°であるならば、本発明の実施形態による装置の周辺屈折力も、鼻側およ
び側頭側の両方の視野について周辺視覚の適切な制御をもたらすために、非対称である必
要があり得る。同様に、眼の垂直および斜めの経線に沿った視野角についての周辺像位置
の制御も、対称および非対称の両方について想定される。
【００３５】
　上述のように、従来は、視覚の矯正は、中心窩の領域に向けられていた。これは、網膜
細胞の密度、したがって視力が、中央の領域においてより高いという知見に基づく推論で
あった。従来の実務は、中央の屈折異常を打ち消し、それによって中央の視力を最適にす
ることである。
【００３６】
　以上では、我々の実施形態の説明は、周辺の屈折状態の矯正という本発明の一態様に集
中していた。それらの実施形態は、中央の屈折状態の矯正に加えて、周辺の屈折異常を打
ち消すように処方されていた。
【００３７】
　しかしながら、本発明のいくつかの実施形態は、例えばコントラスト感度、運動検出、
光検出、など、周辺領域において見られ、基準パラメータとして使用することができる視
覚および視機能の特定の他の態様を認識し、利用する。さらに、上述の基準パラメータの
いずれか（または、組み合わせ）に関する周辺視覚の改善は、主観的視覚評価、または周
辺視覚能力の主観的好み、または全体としての視覚能力、透明度、受容性、などの主観的
選択、など、より臨床的に主観的（視覚の矯正において、「主観的」は、患者からの入力
を必要としない直接的測定を指す「客観的」と対照的に、患者の観察または選択を必要と
する評価を指す）であるが、個人にとって同様に重要である考慮事項に関して、個人へと
利益を返す。個々の患者にとって臨床的に重要な多数の他の主観的な能力の基準／パラメ
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ータが、視覚の矯正の専門家にとってお馴染みであり、本発明の実施形態のための周辺能
力の基準として選択可能である。本発明の実施形態によれば、周辺の焦点におけるこれら
のような特徴および他の特徴について、本発明の方法および装置による「調節」が追求さ
れる。
【００３８】
　周辺効果の変更における他の試みと対照的に、本発明の実施形態によれば、精密な光学
屈折制御による周辺視覚の選択的矯正および網膜の周辺における像の位置の再調節によっ
て、例えばコントラスト感度、運動検出感度、などといった周辺視覚の態様または指標が
選択的に変更または「調節」されることが、今や認識される。さらに、周辺付近および周
辺の網膜における分解能は、通常はより低いため、例えばコントラスト感度などの指標を
調節すべき臨界空間周波数は、中央の視力に通常関係する高い空間周波数とは異なると考
えられる。結果として、焦点が「完璧」であるとき（すなわち、周辺の屈折異常が打ち消
されたとき）に最適な視覚能力が生じない可能性がある。
【００３９】
　実際に、我々の実験による発見が、一部の個人において、周辺の焦点ずれが必ずしも常
に周辺視覚の最良の指標ではないことを示していた。図９が、３名の被験者の周辺のコン
トラスト感度の測定からの結果を示している。測定された周辺のコントラスト感度（コン
トラストしきい値として示されている）が、縦軸に沿って示されている（一般に、コント
ラストしきい値が小さいほど、視機能は高い）。これら３名の被験者において、最初に周
辺の屈折状態を測定し、次いで光学的に矯正した。次いで、最もよく矯正された周辺の屈
折状態から周辺における焦点を異なる量だけずらしつつ、周辺のコントラスト感度を測定
した。したがって、周辺における焦点のずれの量（すなわち、引き起こされた周辺の屈折
状態）が、横軸に沿ってプロットされている。
【００４０】
　図９の各々の被験者について測定データ点をつなぐ曲線の補間から、必ずしも周辺の焦
点ずれを完全に矯正したときに最良のコントラスト感度が得られるわけではないことを、
見て取ることができる。したがって、コントラスト感度の改善を主観的に好む患者を満足
させるための周辺の矯正においては、最適な周辺の屈折力が、主観的な屈折による測定を
通じて選択される矯正に比べて、わずかに「焦点ずれ」した周辺の屈折力であり得る。周
辺の視機能を最適化するための案内として他の基準パラメータを使用する多数の他の例を
、考えることができる。いくつかの例を、原理の説明として以下に挙げる。　
【００４１】
　例えば、水平面内の水平方向の運動の検出（例えば、側道から高速道路に進入する車両
の検出や、航空機を操縦する際の側方の空域の知覚など）が最も重要である場合、鋭い垂
直エッジの運動検出が、より重要であり得る。眼がある程度の乱視（屈折または傾斜非点
収差からの）を有する可能性があるため、乱視の垂直線の焦点が網膜上にあるように周辺
の焦点を「調節」することが有用であり得る。
【００４２】
　さらに、スポーツを競技する場合に、（例えば、フットボール、パック、ベースボール
、スキート、水鳥などの）重要な視覚的対象が、特に、その形状、サイズ、および臨界距
離に起因して、特徴的な空間周波数範囲または空間周波数帯を有していてもよい。この場
合、空間周波数帯のそれらの空間周波数などにおいてコントラスト感度が最大になるよう
に、周辺の焦点を設定することがより有益であり得る。
【００４３】
　このように、周辺の屈折状態が、周辺の視機能の改善および最適化への妥当な第１近似
である一方で、周辺の視覚を完全に最適化するためには、これに加えて、導入される周辺
の制御を変更しつつ、選択された視機能の基準パラメータに従って視機能の変化を測定お
よび監視することが必要であり得る。すなわち、周辺の焦点を、装着者にとって最も重要
な視覚的作業に従ってさらに「調節」しなければならないかもしれない。
【００４４】
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　またさらに、本発明の実施形態は、周辺の屈折を矯正または変更しつつ、最適な中央の
視覚を維持することを意図している。この場合、（本発明の実施形態に従って意図される
）眼科装置における周辺の焦点の改善または他の変更を、中央のわずかに外（例えば、中
央の視覚に対する眼の入射瞳の投影との有効な重なり合いがわずかまたは皆無であること
に相当する視野角の外）から開始することが有益であると考えられる。このプロセスを開
始するための適切な視野角の選択は、必要とされる周辺の焦点の変更の正確な量、ならび
に中央および周辺領域における視覚の変化への個人の「許容範囲」、瞳孔の大きさ（なら
びにスタイルズ－クロフォード効果の影響）、などに依存する。
【００４５】
（実施例）
（臨床例１）
　－５．００Ｄの近視の成人の患者が、従来のソフトコンタクトレンズを装用していた。
１つの眼の中央総屈折（ｃｅｎｔｒａｌ　ｏｖｅｒ　ｒｅｆｒａｃｔｉｏｎ）（すなわち
、装用中のコンタクトレンズの上から測定した屈折誤差）は、－０．２１Ｄであり、従来
のコンタクトレンズによって中心視が適切に矯正されていることを示していた。これは、
０．１７５という中央のコントラスト感度のしきい値を返すコントラスト感度の測定によ
って確認された。しかしながら、この眼において、３０度において眼が約＋３．０８Ｄの
遠視であることが、周辺総屈折（周辺の屈折を測定するために適切な視野角に位置する目
標点を凝視するように患者に指示した点を除き、中央の屈折の測定と基本的に同じ器具を
使用）によって明らかになった。このことは、従来のコンタクトレンズでは、周辺の焦点
ずれが適切に矯正されていなかったことを示している。実際、眼の中央の屈折が、－５．
００Ｄ＋（－０．２１Ｄ）＝－５．２１Ｄ　の近視である一方で、３０度の視野角にある
周辺においては、眼が－５．００Ｄ＋３．０８Ｄ＝－１．９２Ｄの近視である。したがっ
て、中央の－５．００Ｄの近視を矯正する従来のコンタクトレンズを装用すると、不適切
にも周辺に残余の遠視が導入されてしまう。これは、矯正前の近視の周辺に関する視覚の
感覚により慣れている患者にとって、きわめて視覚的に不快であり得る。の周辺の視野角
において測定されたコントラスト感度が、１．６１５というコントラストしきい値（コン
トラストしきい値が大きいほど、視覚能力が低い）であった一方で、この周辺の角度にお
ける視力の測定は、１．２４２ＬｏｇＭＡＲ単位であった。
【００４６】
　この眼の矯正に、本発明の実施形態の原理によるコンタクトレンズを使用した。ここの
コンタクトレンズは、患者が装用していた従来のレンズと同じ中央の矯正強度（すなわち
、－５．００Ｄ）を有したが、このコンタクトレンズの周辺の屈折力は、約３０度の視野
角において眼に－２．００Ｄをもたらした。や本発明のコンタクトレンズを装用する眼の
周辺のコントラスト感度が、１．０４というはるかに改善された能力（すなわち、より小
さいコントラストしきい値）を返した一方で、周辺の視力にも改善が見られ、０．９７５
ＬｏｇＭＡＲ単位（ＬｏｇＭＡＲ単位が小さいほど、視力が良好である）であった。
【００４７】
　また、この患者は、従来のコンタクトレンズに比べて、本発明のコンタクトレンズを装
用したときに、全体としての視覚の品質が主観的に好ましいことを報告した。
【００４８】
　この典型的な眼の周辺の視覚能力を、周辺の屈折強度がわずかに異なる他のコンタクト
レンズを試行することによってさらに向上させることができる。例えば段階的または二分
探索法など、反復的な手法を使用することによって、能力基準パラメータ（この例では、
周辺のコントラスト感度、周辺の視力、および患者の全体としての主観的好み）に従って
最適な視覚能力をもたらす最も適切な周辺の屈折力を発見することができる。
【００４９】
　基本的な考え方が、臨床例２に示される。
【００５０】
（臨床例２）
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　従来のソフトコンタクトレンズを装用している１３歳未満の子供の軽い近視者が、側頭
側および鼻側の３０度の視野角について、それぞれ０．８７および０．９９という周辺の
コントラスト感度のしきい値を達成していることが確認された（一部の眼が、鼻側の視野
が側頭側の視野よりも近視であるなど、非対称な周辺の屈折状態を有し、これが非対称な
視覚能力につながり得ることが知られている）。周辺の屈折が、周辺の視界が比較的遠視
であることを示唆していた。したがって、本発明の原理によるレンズを、周辺のコントラ
スト感度を改善する能力を試すために、眼へと配置した。このレンズは、３０度の視野角
において周辺の屈折力に追加の＋１．５０Ｄを導入する。結果として、コントラスト感度
のしきい値は、側頭側および鼻側の視界についてそれぞれ０．５９および０．９１へと改
善された。
【００５１】
　本発明の原理によるさらなるレンズ（周辺の屈折力が段階的に大きくされている）を眼
に配置し、周辺のコントラスト感度への影響を評価した。周辺の追加の屈折力が３０度に
おいて約＋２．５０Ｄであるとき、得られたコントラスト感度のしきい値は悪化し、（約
＋２．５０Ｄの追加の周辺の屈折力において）側頭側の視界について０．９７となり、鼻
側の視界について１．１７となった。３０度において約＋３．００Ｄというさらに大きい
周辺の追加の屈折力においては、結果としてのコントラスト感度が、側頭側および鼻側の
視界のそれぞれについて１．０７および１．３７へとさらに悪化した。したがって、後２
者の事例では、周辺の視覚能力が従来のコンタクトレンズの場合よりも悪化した。
【００５２】
　この特定の例は、本発明の装置において適切な周辺の屈折力を使用して周辺の視覚能力
（この例では、コントラスト感度の形態である）をどのように改善できるのかを実証して
いる。さらに、周辺の像を充分に大きな量の周辺の追加の屈折力によって網膜の手前に位
置させる（我々の以前の研究における近視治療方法によって処方されるように）ことによ
って、一部の個人において周辺の視覚能力がどのように損なわれる可能性があるのかを、
実証している。
【００５３】
（臨床例３）
　若い正視者が、０．３１という中央のコントラスト感度のしきい値と、３０度の側頭の
視野角における０．７１という周辺のコントラスト感度とを有していることが分かった。
周辺の屈折からの結果は、周辺の視界が比較的近視であることを明らかにした。３０度の
視野角において周辺の屈折力に追加の－０．５０Ｄを導入するレンズを、周辺のコントラ
スト感度を改善する能力を試験するために、眼へと配置した。結果的に、コントラスト感
度のしきい値は、中央および側頭側の視界についてそれぞれ０．２４および０．６５へと
改善された。
【００５４】
　本発明の原理によるさらなるレンズ（正の周辺の屈折力がより大きくされている）を眼
に配置し、周辺のコントラスト感度への影響を評価した。３０度において約＋３．００Ｄ
という周辺の屈折力においては、結果としてのコントラスト感度が、中央および側頭側の
視界のそれぞれについて、０．５１および１．１５へと悪化した。
【００５５】
　この例は、本発明の装置において周辺の屈折力を変えることによって、どのように（コ
ントラスト感度に関して）正視の眼の周辺の視覚能力をさらに改善でき、あるいは損なう
可能性があるのかを、実証している。
【００５６】
　したがって、以上の臨床例に鑑み、一実施形態においては、客観的な視覚光学パラメー
タ（例えば、コントラスト感度、視力、運動検出、光検出、など）または主観による定性
的なパラメータ（例えば、主観的な視覚品質、見掛けの視覚の「正常性」、周辺または全
体の視覚能力、視覚的な不快感、など）などの周辺の視覚能力についての１つ以上の基準
パラメータが、周辺の視覚の改善の指標として選択される。次いで、眼の周辺の屈折状態
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は測定される。その結果から、周辺の視覚能力の基準パラメータの最適化に必要な周辺の
屈折効果の変化が推定される。これを、最初に、眼の周辺の屈折状態をほぼ矯正する周辺
の屈折効果を有すると同時に、適切な中央の屈折の矯正ももたらす装置を、選択すること
によって行うことができる。
【００５７】
　選択された装置が、適切／容認できるレベルの周辺能力をもたらすことが明らかになる
と、その装置を速やかに提供することができる。改善が必要である場合には、周辺の視覚
能力のさらなる改善および最適化を、異なる（さらに強い）周辺の屈折効果を眼へと加え
、基準パラメータの応答を測定することによって、反復的に実行することができる。その
ような漸増的な最適化の反復の後で、最良の矯正が選択され、あるいは最良の結果を反復
の際に得られた結果から内挿／外挿することができる。
【００５８】
　これらの「試行」レンズは、中心視を最適化または矯正する必要はないため、試行レン
ズは単一視のレンズであってよい。さらに、患者のための最適な周辺の処方箋への迅速な
反復的収束を促進する目的のために特定的に眼への周辺の屈折効果を段階的に変化させる
目的のために、周辺の屈折効果の量が相違する２つ以上の試験装置で構成されるキットま
たは「試行セット」を製造することも可能である。
【００５９】
　周辺の屈折状態または反復的処方の手法の使用のいずれかに基づく選択に対して随意に
、本発明の実施形態による装置における周辺の屈折効果の処方を、例えば２つのパラメー
タの間の関係に向けられた研究から必要なデータを集めた後で、周辺の屈折状態への基準
応答に関する参照テーブルを確立することによって選択することができる。コントラスト
感度という基準について、そのようなデータをどのように入手して相関付けることができ
るのかについての例を、図９から理解することができる。図９において、３名の被験者に
ついて個々の応答が示されている一方で、このデータを全ての被験者の平均に基づく「典
型的な」応答へと要約することが可能である。このやり方で、より多数の被験者からデー
タを集めることによって、周辺の屈折状態とコントラスト感度との間の関係が構築され、
集団応答曲線が確立される。同様の曲線を、他の基準パラメータについても同じやり方で
得ることができる。
【００６０】
　測定された周辺の屈折状態に基づいて周辺の屈折効果についての処方を選択するさらな
る選択肢として、（初期または提供のための）装置の選択を、単純に眼の中央の屈折状態
を考慮することによって確立することができる。中央の屈折状態を周辺の屈折状態へと関
連付ける集団的傾向が存在することが、我々の研究によって示されている。図１０は、３
０度の視野角にある鼻側の視野についての周辺の屈折状態を縦軸に沿って、同じ眼の中央
の屈折状態に対してプロットしている。２つの屈折状態を関係付ける強力な傾向の存在を
見て取ることができる。
【００６１】
　したがって、周辺の視覚能力を改善するための本発明の適切な装置の選択を、多くの患
者において、彼らの中央の屈折誤差を考慮し、次いで選択された視野角における中央およ
び周辺の屈折の間の集団平均関係を参照することによって達成することができる。
【００６２】
　今や理解されるとおり、図１０と同様の関係を、周辺の視覚能力の改善、向上、および
最適化のための本発明の装置の周辺の屈折効果の初期の選択または適切な最終的選択を容
易にするために、別の経線（例えば、水平－側頭側、水平－鼻側、垂直－上側、４５度の
経線に沿って斜め、など）および別の視野角においても確立することができる。
【００６３】
　本発明の実施形態によって意図される１つの提案される手順（図１１に示されている）
は、以下のステップを含む。
　１．患者の中央の屈折状態を特定または測定するステップ。
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　２．１つ以上の周辺位置において患者の周辺の屈折状態を測定するステップ。
　３．中央の屈折を矯正し、さらに周辺の屈折を変更（または、矯正）するレンズを選択
するステップ。
　４．矯正装置を眼へと提供するステップ。
　５．１つ以上の選択された基準パラメータ（例えば、コントラスト感度、運動検出、光
検出、主観的な視覚品質、主観的な全体能力、視覚的な不快さ、など）に従って患者の周
辺の視覚能力を評価するステップ。
　６．周辺の能力が適切または最適になるまで、必要であれば周辺の屈折効果を変えてス
テップ４からの反復を繰り返すステップ。
【００６４】
　視覚の矯正の専門家であれば、ひとたび上述の手順が与えられたならば、所望される周
辺視覚および全体視覚の最適化のレベルに応じて、上記ステップの全てが必須というわけ
ではないことを理解できる。以上の説明から、上記手順のステップ２を、中央および周辺
の屈折状態の間の基準の集団関係を参照することによって置き換えできることを、理解で
きる。やはり以上の説明から、ステップ３を、周辺の屈折状態と周辺の視覚能力の基準パ
ラメータとの間の集団関係を参照することによって、促進または改良することができる。
【００６５】
　従来は、視覚の矯正は、一般に、例えば老眼の個人のための矯正のためなどの遠方視の
ために提供されているが、本発明の実施形態による方法および装置は、視覚矯正の専門家
であれば理解できるとおり、遠方視以外の任意の視距離における周辺の視覚能力の改善お
よび最適化にも使用可能である。
【００６６】
　周辺の視覚能力の向上についての以上の説明は、一方の眼にのみ言及することによって
示されているが、視覚系は両眼であるため、本発明は、個人の異なる眼のための異なる視
距離における周辺の視覚能力の改善、向上、および最適化も提供する。これは、例えば老
眼である個人または特定の職業上のニーズを有する個人（例えば、片眼で顕微鏡を操作す
るときに、（顕微鏡の接眼レンズ経由の）遠方について「全体的」に最適化された１つの
眼および（ノートの読み書きのために）近傍について「全体的」に最適化された１つの眼
が有利となり得る顕微鏡使用者など）にとって、きわめて有用である。　
【００６７】
　本発明は、実施形態により、周辺の視覚の改善を果たすために、任意の有用な視覚矯正
の手段の使用を意図する。それらとして、コンタクトレンズ、めがね用レンズ、上張り／
埋め込み、前房および後眼房の眼内レンズ、角膜矯正治療システム、ならびに（ＰＲＫ、
ＬＡＳＩＫなどの）屈折角膜手術レンズ、装置、および視覚システムが挙げられる。
【００６８】
　本発明を、本発明の技術的思想および本質的特徴から離れることなく、他の具体的形態
にて具現化することが可能である。したがって、これらの実施形態は、あらゆる点で、例
示として理解されるべきであって、本発明を限定するものと理解すべきではなく、本発明
の技術的範囲は、以上の説明によってではなく、以下の特許請求の範囲によって示される
。したがって、特許請求の範囲の均等の意味および範囲に入る全ての変更は、特許請求の
範囲に包含される。
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